
別添 

○ 時間外労働労使協定事務取扱要領（平成２５年２月２８日国海運第１６０号の２）の一部改正 
（傍線の部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

時間外労働労使協定事務取扱要領 

（平成２５年２月２８日国海運第１６０号の２） 
改正：（平成３０年８月３１日国海員第２５７号の２） 

改正：（令和４年３月３０日国海員第４１０号） 
最終改正：（令和５年３月１３日国海員第３７６号） 

 

１．～６． （略） 

 

別添１ 時間外労働に関する労使協定書作成要領 

１．～８． （略） 

 

時間外労働労使協定事務取扱要領 

（平成２５年２月２８日国海運第１６０号の２） 
改正：（平成３０年８月３１日国海員第２５７号の２） 

改正：（令和４年３月３０日国海員第４１０号） 
（新設）                

 

１．～６． （略） 

 

別添１ 時間外労働に関する労使協定書作成要領 

１．～８． （略） 

 



 

 

別添２ （略） 

第１号様式 （略） 

 
別添２ （略） 

第１号様式 （略） 



 
○ 補償休日労働労使協定事務取扱要領（平成２５年２月２８日国海運第１６０号の３）の一部改正 

（傍線の部分は改正部分） 
改 正 後 改 正 前 

補償休日労働労使協定事務取扱要領 
（平成２５年２月２８日国海運第１６０号の３） 

改正：（平成３０年８月３１日国海員第２５７号の３） 
改正：（令和４年３月３０日国海員第４１０号） 

最終改正：（令和５年３月１３日国海員第３７６号） 
 
１．～６． （略） 
 
別添１ 補償休日の労働に関する労使協定書作成要領 
１．～８． （略） 
 

補償休日労働労使協定事務取扱要領 
（平成２５年２月２８日国海運第１６０号の３） 

改正：（平成３０年８月３１日国海員第２５７号の３） 
改正：（令和４年３月３０日国海員第４１０号） 

（新設）                
 
１．～６． （略） 

 

別添１ 補償休日の労働に関する労使協定書作成要領 

１．～８． （略） 

 



 

 
 

別添２ （略） 

第１号様式 （略） 

 
別添２ （略） 

第１号様式 （略） 



 
○ 就業規則事務取扱要領（平成２５年２月２８日国海運第１６０号の５）の一部改正 

（傍線の部分は改正部分） 
改 正 後 改 正 前 

就業規則事務取扱要領 
（平成２５年２月２８日国海運第１６０号の５） 

改正：（平成３０年８月３１日国海員第２５７号の５） 
最終改正：（令和５年３月１３日国海員第３７６号） 

 
１．～６． （略） 

別紙１・別紙２ （略） 

 

就業規則事務取扱要領 
（平成２５年２月２８日国海運第１６０号の５） 

改正：（平成３０年８月３１日国海員第２５７号の５） 
（新設）                   

 
１．～６． （略） 

別紙１・別紙２ （略） 

 



 

  



 

  
 



 
○ 船員の労務管理の適正化に関するガイドラインについて（令和４年３月２３日国海員第３９１号）の一部改正 

（傍線の部分は改正部分） 
改 正 後 改 正 前 

船員の労務管理の適正化に関するガイドラインについて 

 

本文 （略） 

 

船員の労務管理の適正化に関するガイドラインについて 

 

本文 （略） 

 



 

  



 
 

１．・２． （略） 

 

３．船員の労働時間の状況の把握・管理 

(1) （略） 

 

(2) 把握すべき船員の労働時間 

船舶所有者は、上記(1)のとおり適切な方法により船員の労働時間の状

況を把握するに当たり、以下に述べる船員の労働時間の考え方に基づい

て、船員の労働時間に該当する作業に要した時間を把握する必要があ

る。 

 

ア 船員の労働時間の考え方 

船員の労働時間とは、船員が職務上必要な作業に従事する時間（海員

にあっては、上長の職務上の命令により作業に従事する時間に限る。）

をいう（法第４条第２項）。 

 

 イ （略） 

 

 ウ 船員の労働時間に該当する行為の例示 

上記ア及びイのとおり、「職務性」及び「義務付け」の有無・程度か

ら「職務上必要な作業に従事する時間（海員にあっては、上長の職務上

の命令により作業に従事する時間に限る。）」と評価できる場合には、労

働時間に該当する。 

そのため、船内に留まる場合であっても自室等において自由に過ごす

ことが許されている時間や上長の命令に違反して行った不要不急の作業

に要した時間は労働時間に該当しない一方で、当該船員が役職上担って

いる役割を果たすために必要な作業（通常配置表に記載された航海当直

等の作業や操練、航海当直の交代のために必要な時間等）のほか、例え

ば、次の①から③のような作業に従事する時間については労働時間に該

当するものとして取り扱わなければならない。 

（略） 

 

１．・２． （略） 

 

３．船員の労働時間の状況の把握・管理 

(1) （略） 

 

(2) 把握すべき船員の労働時間 

船舶所有者は、上記(1)のとおり適切な方法により船員の労働時間の状

況を把握するに当たり、以下に述べる船員の労働時間の考え方に基づい

て、船員の労働時間に該当する作業に要した時間を把握する必要があ

る。 

 

ア 船員の労働時間の考え方 

船員の労働時間とは、船員が職務上必要な作業に従事する時間（海員

にあっては、上長の職務上の命令により作業に従事する時間に限る。）

をいう（船員法第４条第２項）。 

 

 イ （略） 

 

 ウ 船員の労働時間に該当する行為の例示 

上記ア及びイのとおり、「職務性」及び「義務付け」の有無・程度か

ら「職務上必要な作業に従事する時間（海員にあっては、上長の職務上

の命令により作業に従事する時間に限る。）」と評価できる場合には、労

働時間に該当する。 

そのため、船内に留まる場合であっても自室等において自由に過ごす

ことが許されている時間や上長の命令に違反して行った不要不急の作業

に要した時間は労働時間に該当しない一方で、当該船員が役職上担って

いる役割を果たすために必要な作業（通常配置表に記載された航海当直

等の作業や操練、航海当直の交代のために必要な時間 1等）のほか、例

えば、次の①から③のような作業に従事する時間については労働時間に

該当するものとして取り扱わなければならない。 

（略） 



 
――――――――― 
（削る） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)・(4) （略） 

 

４．労務管理における船舶所有者、労務管理責任者及び船長の役割・責務

等 

(1) 船舶所有者の役割・責務 

ア 労務管理記録簿の作成・備置き等 

(ｱ) 船舶所有者は、船員ごとに労務管理記録簿を作成して、労務管理事務

所に備え置く義務（法第 67 条第１項）を負っていることから、労務管

理責任者に、次の措置を講じさせなければならない。 

 

   ① （略） 

 

   ② 労務管理記録簿は、紙媒体ではなく、電子媒体で保存することも

できる。ただし、電子媒体で保存する場合には、運航労務監理官

（船員労務官）から提出を求められたときに印刷等して直ちに提出

可能な状態にしておく必要がある（法第 107 条第 1項）。 

 

   ③ （略） 

 

(ｲ) （略） 

 

イ～オ （略） 

――――――――― 
1 改正前の船員法では、「防火操練、救命艇操練その他これらに類似する作
業」及び「航海当直の通常の交代のために必要な作業」に従事した時間は、
労働時間に該当するものの、労働時間の上限規制等に係る規定の例外とされ
ていた（法第 68 条第１項）。令和３年船員法改正では、この法第 68 条第１項
も改正されており、その施行日である令和５年４月１日以降は、これらの作
業にも労働時間の規制等に係る規定が適用され、その時間を把握して労務管
理記録簿に記載しなければならない。なお、当該改正によって労働時間の上
限規制等の対象にこれらの作業が追加されることとなることから、当該規制
を遵守するためには、船舶所有者は、船員の労働時間等の実態に応じて、働
き方の見直しやオペレーターとの運航計画の調整等の対応が必要となる場合
がある。そのため、船舶所有者は、令和５年改正対応を検討するためには、
当該改正の施行に先立って令和４年度のうちからこれらの作業に従事した時
間も把握する体制を整備することが望ましい。 

 
(3)・(4) （略） 

 

４．労務管理における船舶所有者、労務管理責任者及び船長の役割・責務

等 

(1) 船舶所有者の役割・責務 

ア 労務管理記録簿の作成・備置き等 

(ｱ) 船舶所有者は、船員ごとに労務管理記録簿を作成して、労務管理事務

所に備え置く義務（法第 67 条第１項）を負っていることから、労務管

理責任者に、次の措置を講じさせなければならない。 

 

   ① （略） 

 

   ② 労務管理記録簿は、紙媒体ではなく、電子媒体で保存することも

できる。ただし、電子媒体で保存する場合には、運航労務管理官

（船員労務官）から提出を求められたときに印刷等して直ちに提出

可能な状態にしておく必要がある（法第 107 条第 1項）。 

 

   ③ （略） 

 

(ｲ) （略） 

 

イ～オ （略） 



 
 

(2)・(3) （略） 

 

５． （略） 

 

(2)・(3) （略） 

 

５． （略） 

 


